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平成２９年９月文京区議会定例議会追加提案事項 
 

 

 

１ 文京区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用等に関する条例の一部を改正する条例（文京区例規集第１巻５９６頁） 

⑴ 提案理由 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号。以下「番号法」という。）に基づき、個人番号を利用する事務を追加する

ほか、規定を整備するため、提案する。 

⑵ 改正内容  

ア 番号法第９条第２項の規定に基づく個人番号を利用する事務に次の事務を追加する。 

  (ｱ) 心身障害者等福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

   (ｲ) 福祉タクシー利用券の交付に関する事務であって規則で定めるもの 

 (ｳ) 自動車燃料費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

 (ｴ) 精神障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

 (ｵ) 地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 

 イ その他規定の整備 

⑶ 施行期日 平成３０年４月１日 

 

 

２ 文京区特別区税条例の一部を改正する条例（文京区例規集第２巻２１８９頁） 

⑴ 提案理由 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正等に伴い、規定を整備するため、提

案する。 

⑵ 改正内容 

ア 地方税法の一部改正に伴う規定の整備（第１０条、第１４条及び付則第２条の２の２） 

   「控除対象配偶者」→「同一生計配偶者」 

イ 上場株式等に係る配当所得等の課税方式に関する規定の明確化（第１５条、付則第８条、付則第

１４条の２及び付則第１４条の３） 

ウ 肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の課税の特例の延長（付則第４条） 

   適用期限を３年間延長し、平成３３年度までとする。 

 エ 電気軽自動車等に係る軽自動車税の税率の特例の延長（付則第６条） 

適用期限を２年間延長し、平成３１年度までとする。 

  オ 軽自動車税の賦課徴収の特例の創設（新設） 

窒素酸化物排出量等基準に関する申請を行った者等による不正行為に起因して軽自動車税の額に

不足税額があることが納期限後に判明した場合は、当該申請者等を賦課期日現在における不足税額

に係る軽自動車の所有者とみなして軽自動車税の規定を適用し、その際に納付すべき額は不足税額

に１０％を乗じて計算した金額を加算した額とする。 

カ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例の

延長（付則第１１条） 

   適用期限を３年間延長し、平成３２年度までとする。 

 キ その他規定の整備（第２０条の２） 

⑶ 施行期日 公布の日。ただし、⑵アについては平成３１年１月１日、⑵オについては平成３０年４

月１日 
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３ 文京区立地域活動センター条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻４８８７頁） 

⑴ 提案理由 区立音羽地域活動センターの位置を変更するとともに、施設を改め、及び附帯設備を設

けるため、提案する。 

⑵ 改正内容  

   区立音羽地域活動センターの移転に伴う改正 

  ア 位置の変更（別表第１） 

    東京都文京区目白台三丁目４番１１号 → 東京都文京区音羽一丁目２２番１４号 

  イ 施設及び使用料（別表第２） 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 附帯設備の新設（別表第２） 

    液晶プロジェクター １台１回２００円 

⑶ 施行期日 平成２９年１２月４日 

 

 

４ 文京区自転車駐車場条例の一部を改正する条例（文京区例規集第３巻５６３７頁） 

⑴ 提案理由 一時利用制自転車駐車場を新設するため、提案する。 

⑵ 改正内容 

一時利用制自転車駐車場の新設（別表第１） 

江戸川橋交番横自転車駐車場  東京都文京区関口一丁目２３番１号付近 

⑶ 施行期日 公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日 

 

 

５ 建物の取得について 

⑴ 取得の目的 文京区立音羽地域活動センター用建物 

 ⑵ 建物の所在 東京都文京区音羽一丁目２２番１４号 

 ⑶ 建物の構造 鉄骨造地上１１階建て 

 ⑷ 取得面積  ６０８．５８㎡ 

 ⑸ 予定価格  金２億３，０３２万２，８１４円    

施設名 
使用料 

午前 午後 夜間 

洋 室 Ａ  １，１００円 １，３００円 １，３００円 

洋 室 Ｂ  １，０００円 １，２００円 １，２００円 

多目的室 １，８００円 ２，０００円 ２，０００円 
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６ 清水橋架替工事請負契約 

⑴ 契約の目的  清水橋架替工事 

⑵ 契約の方法  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定

による随意契約 

⑶ 契約金額   金４億６，７５１万７，９６０円 

⑷ 契約の相手方 松下・根津建設共同企業体 

         構成員（代表者）  東京都文京区本郷一丁目３４番４号 

                   株式会社松下産業 

代表取締役 松下和正          

構成員       東京都文京区千駄木二丁目４８番４号 

          根津建設株式会社 

          代表取締役 鈴木龍児 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から平成３１年３月２９日まで 

② 支出科目等  平成２９年度 一般会計 土木費 道路橋梁費 

         平成３０年度 債務負担行為 

 

 

７ 文京区立青柳保育園改築工事請負契約 

⑴ 契約の目的  文京区立青柳保育園改築工事 

⑵ 契約の方法  制限付き一般競争入札による契約 

⑶ 契約金額   金５億７，７８０万円 

⑷ 契約の相手方 松下・山口建設共同企業体 

         構成員（代表者）  東京都文京区本郷一丁目３４番４号 

                   株式会社松下産業 

代表取締役 松下和正          

構成員       東京都文京区千石三丁目２９番２６－１０１号 

          山口建設株式会社 

          代表取締役 山口巖 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から平成３１年８月１６日まで 

② 支出科目等  平成２９年度 一般会計 総務費 施設管理費 

         平成３０年度 債務負担行為 

         平成３１年度 債務負担行為 
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８ 文京区立誠之小学校校舎解体工事請負契約 

⑴ 契約の目的  文京区立誠之小学校校舎解体工事 

⑵ 契約の方法  制限付き一般競争入札による契約 

⑶ 契約金額   金２億３，４７６万２，０８６円 

⑷ 契約の相手方 東京都墨田区江東橋二丁目７番１０号 

         木山興産株式会社 

         代表取締役 木山貢 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から平成３０年７月３１日まで 

② 支出科目等  平成２９年度 一般会計 教育費 学校教育費 

平成３０年度 債務負担行為 

 

 

９ 平成２９年度文京区一般会計補正予算 

 

 

10 平成２９年度文京区国民健康保険特別会計補正予算 

 

 

11 平成２９年度文京区介護保険特別会計補正予算 

 

 

12 平成２９年度文京区後期高齢者医療特別会計補正予算 

 


